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関税率表解説 

HS 番号 品 目 概   要 

第 24.03 項 ニコチン ニコチンが有毒なアルカロイドである旨を明

記。（英語版と仏語版の平仄合わせ） 

第 29 類 

（麻薬及び向

精神薬の一覧

表） 

 表Ⅰ．1961年の麻薬に関する

単一条約（1972年議定書によ

り修正）のもとに管理される

麻薬のリスト 

 表Ⅱ．1971年の向精神薬に関

する条約のもとに管理され

る向精神薬のリスト 

 国際麻薬統制委員会（INCB）のウェブサイトに

掲載されている最新の麻薬及び向精神薬の一覧

（それぞれ、イエローリスト及びグリーンリス

ト）の内容に合せて、左記の表Ⅰ及び表Ⅱをそれ

ぞれ更新（誤謬の修正）。 

第 30.02 項 核酸ワクチン  核酸ワクチンが第 30.02 項に分類されること

を明確化。 

第 87.03 項 マイクロハイブリット車  非駆動機能のみに使用される電源を搭載した

「マイクロハイブリット車」と呼ばれる車両が、

ハイブリット電気車両として分類されないこと

を明確化。 

第 95.03 項 玩具の食卓用品その他の家庭用

品 

 玩具の食卓用品その他の家庭用品が第 95.03

項に含まれることを明確化。 

第 95.05 項 仮装用の衣類  紡織用繊維材料製の仮装用の衣類に係る分類

を明確化。 
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分類例規第１部（国際分類例規） 

HS 番号 品 目 概   要 

第 2403.99号 たばこを含有する吸引

用の物品 

たばこを燃焼させることなくセンサーで制御された

熱を加えるデバイスに挿入して使用されるものは、葉巻

たばこ（第 24.02 項）ではなく、その他の製造たばこと

して、第 2403.99号に分類（通則 1 及び 6）。 

第 2711.19号 液化石油ガス エタン（2.0％）、プロパン（66.3％）、n－ブタン

（18.7％）、イソブタン（11.7％）、n－ペンタン（0.1％）

及びイソペンタン（1.2％）の混合物から成る液化石油ガ

スは、その他の液化石油ガスとして第 2711.19号に分類

（通則 1 及び 6）。 

第 7004.90号 Over flow fusion glass 

plate 

溶融したガラスを垂直方向に引き下ろして伸ばす製

造方法（オーバーフローフュージョン法）で製造された

板ガラスは、最も類似する製造法（引上げ法又は吹上げ

法により製造した板ガラス）で製造された物品が規定さ

れる第 7004.90 号に分類（通則 1、4及び 6）。 

第 7312.10号 撚り合わせた鋼製のケ

ーブル（ワイヤーライ

ン） 

単に終端に圧縮留め具、はめ輪又はフックを有する撚

り合わせた鋼製のケーブルは、第 7312.10 号に分類（通

則 1及び 6）。 

第 8415.90号 冷暖房用可変冷媒フロ

ー（VRF）システムの室外

機 

動力駆動式ファン並びに温度及び湿度を調整する機

能を有する冷暖房用可変冷媒フロー（VRF）システムの室

外機は、エアコンディショナーの部分品として、第

8415.90号に分類（通則 1及び 6）。 

第 8708.99号 移動式キャンパー用の

取り外し可能なポップ

トップ（pop-top） 

後部に荷台を有する車両（ピックアップトラック）の

荷台に取り付けるように設計された移動式キャンパー

は、プレハブ建築物（第 94.06項）ではなく、自動車の

部分品として、第 8708.99号に分類（通則 1及び 6）。 

第 9026.20号 

 

Emergency Kit 小売用のセットにした自動車の非常用キットは、通則

3(b)（物品に重要な特性を与えている構成要素から成る

ものとして分類）ではなく、通則 3(c)（構成要素が所属

する項のうち数字上の配列において最後の項に分類）に

より第 9026.20 号に分類（通則 1、3（c）及び 6）。 

第 9503.00号 ポリウレタン製の抗ス

トレスボール 

ストレス解消のために使用するポリウレタン製のボ

ールは、プラスチック製品（第 39.26 項）ではなく、玩

具として第 9503.00号に分類（通則 1）。 

 


